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 「やさしい日本語」とは、外国人等にもわかるように配慮して、簡単にした日本語の

ことで、外国人と日本人が共生できる社会を築く上で注目されています。

　日本語をやさしくするコツは、本当に伝えたいことに絞り込んで、短い文章で、難

しい言葉（漢字の熟語、敬語、カタカナ語など）を使わないで話す・書くことです。

　相手の反応を見ながら、やさしい気持ちで、このような日本語を使うことで、外国人

だけでなく、子供や高齢者、障害者とのよりよいコミュニケーションにつながります。

（例）　土足厳禁　→　靴を 脱いでください
　　　　こちらにお掛け下さい　→　ここに 座って ください

やさしい日本語

くつ

すわ

ぬ
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